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見積を活用した予定価格設定の試行について（通知） 
 
 
 入札において不調・不落となる工事が発生していることから、下記のとおり、見積を活用

した予定価格の設定を試行的に実施しますので、適切な業務執行をお願いします。 
 なお、市町村へは別途参考送付済みです。 
  

記 
 １ 対象工事 
   建設部が入札公告を行う全ての工事（建築工事は除く）で、標準歩掛又は材料単価

と実勢価格の間において乖離が生じ、不調・不落となった工事。また、同一管内で、

同一年度に不調・不落となった工事と同種、類似工事についても、乖離が想定されれ

ば、対象工事とすることができる。 
 
 ２ 予定価格の設定 
   入札参加者が提出した工事費内訳書等を確認のうえ、乖離が生じた（想定される）施

工歩掛又は材料単価について、徴収した見積を活用して予定価格を設定する。（労務単

価、機械運転単価については、実施設計単価表、積算基準書※及び建設機械等損料表に

記載の標準単価とする。） 
見積の徴収方法及び採用方法は、積算基準書ＰⅠ-２-①-２に記載のとおりとし、見積

により設定した施工歩掛及び材料単価については、公告時に公表する。 
 
   ※積算基準書・・・国土交通省土木工事標準積算基準書（共通編） 
 
 ３ 適用日 
   令和３年１月１日以降に起工起案する工事に適用する。 
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